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1. 入札に付する事項
(1) [bookmark: _Hlk216179211]業務委託の名称　大牟田市動物園デジタルサイネージ導入業務委託
(2) 業務委託の概要　大牟田市動物園デジタルサイネージ導入業務委託仕様書のと
おり
(3) 業務委託の期間　契約締結の日から令和８年３月１９日まで

2. 入札参加に必要な資格
次に掲げる条件を全て満たす法人であること。
(1) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「政令」という。）第１６７条の４第１項各号のいずれかに該当する者でないこと。
(2) 政令第１６７条の４第２項各号のいずれかに該当すると認められる者で、３年を限度として市長が定める期間を経過していないもの及びこれらの者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者又は入札代理人として使用する者に該当しない者であること。
(3) 大牟田市指名停止等措置要綱（平成８年３月１日施行）の定めるところにより、本市から指名競争入札に係る指名停止の措置を受けていないこと。
(4) 公告の日から継続して、大牟田市内に本店、支店又は従業員が常駐する営業所等を有している者であること。
(5) 手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状態が著しく不健全であると認められる者でないこと。
(6) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定による更生手続開始又は再生手続開始の申立てがなされていない者であること。
(7) 市町村税、都道府県税、法人税、消費税及び地方消費税を滞納していないこと。
(8) 契約金額が５００万円以上の契約であるデジタルサイネージ機器（表示ディスプレイが５５型以上のものに限る。）の設置業務の委託契約を受託し、納入した実績があること。
(9) 次のいずれかに該当する者（政令第１６７条の４第１項第３号に掲げる者を除く。）でないこと。
1 事業主、法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外のものが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。以下「法」という。）第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）である者
2 暴力団員が実質的に運営している者
3 暴力団員であることを知りながら当該暴力団員を雇用し、又は使用している者
4 契約の相手方が暴力団員であることを知りながら当該暴力団員と商取引に係る契約を締結している者
5 法第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）又は暴力団員に対して経済上の利益又は便宜を供与している者
6 暴力団又は暴力団員と社会的に非難される関係を有している者

3. 入札参加資格の確認
入札に参加しようとする者は、２に定める入札参加に必要な資格（以下「入札参加資格」という。）を有する者であることの確認を受けるために入札参加資格の確認の申請を行わなければならない。
(1) 申請書類の提出の場所、日時及び方法
1 場所　場所　〒８３６－８６６６
　　　　　　　大牟田市有明町２丁目３番地
　　　　　　　大牟田市産業経済部観光おもてなし課
2 日時　令和８年１月７日(水)から同月１６日(金)まで（大牟田市の休日を定める条例（平成元年条例第１１号）第１条第１項に定める市の休日（以下「市の休日」という。）を除く。）の午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時１５分まで（郵送の場合は、令和８年１月１６日(金)までに必着すること。）
3 方法　次の申請書類を郵送又は持参するものとする。
(1) 大牟田市動物園デジタルサイネージ導入業務委託入札参加資格確認申請書（様式第１号）
(2) 履歴事項全部証明書
(3) 営業証明書又は所在地証明書（営業所の所在地確認のため）
(4) 印鑑証明書
(5) 納税証明書（市町村税・都道府県税、法人税、消費税及び地方消費税について滞納がないことの証明書）
	項　目
	税　　目
	備　　考

	国　税
	法人税
消費税及び地方消費税
	税務署

	県　税
	法人事業税
自動車税
	県税事務所

	市　税
	法人市民税
固定資産税
	所在地の市区町


(6) 業者調書（様式第２号）（契約書及び仕様書の写しを添付）
(7) 誓約書（様式第３号）
※(ｲ)、(ｳ)、(ｴ)及び(ｵ)については、３か月以内に発行されたものを提出すること。
(2) 入札参加資格確認の審査結果の通知
３(1)による申請書類の提出後、入札参加資格を有するかどうかの審査を行うものとし、当該審査の結果を令和８年１月２１日(水)までに審査結果通知書により当該申請書類を提出した者に通知するものとする。
(3) 申請書類を提出期間に提出しなかった者及び入札参加資格がないと認められた者は、入札に参加することができない。
(4) 入札参加資格がないと認められた者は、通知を受けた日から３日以内（市の休日を除く。）に市長に対して、入札参加資格がないと認めた理由についての説明を求めることができる。なお、説明を求める場合には、３(1)イの日時に定める受付時間内に、３(1)アに定める場所に書面を持参して行わなければならない。
(5) その他
1 申請書類の作成に係る費用は、提出者の負担とする。
2 提出された申請書類は、この入札以外の業務に使用しないものとする。
3 提出された申請書類は、返却しない。

4. 業務委託の概要に関する質問書の提出の場所及び日時
業務委託の概要に関する質問は、ファックスによる質疑応答書(様式第4号)の提出により行うものとする。
(1) 場所 大牟田市産業経済部観光おもてなし課	
(2) 日時 令和８年１月７日(水)から同月２３日(金)まで
(3) FAX番号 0944-41-2764

5. 業務委託の概要に関する質問の回答方法及び日時
(1) 方法　回答書は、大牟田市公式ホームページ「大牟田市動物園デジタルサイネージ導入業務委託条件付き一般競争入札について」にて閲覧するものとする。
(2) 日時　令和８年１月７日(水)から同月３０日(金)まで

6. 入札書の記載方法
(1) 入札書に記載する入札価格は、１(1)から１(3)までに定める業務委託に係る業務委託料とする。
(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とすることから、入札者は、消費税及び地方消費税の課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札価格として入札書に記載すること。

7. 入札の場所及び日時
(1) 場所 大牟田市役所北別館４階第１会議室
(2) 日時 令和８年１月３０日(金)午前１０時

8. 開札の場所及び日時
開札は、７に定める入札の場所及び入札日において、入札の締切後直ちに行う。

9. 落札者の決定
入札の結果、１１で定める予定価格までの範囲内（以下「予定価格等の範囲内」という。）で最低価格による入札を行った者を落札者として決定する。この場合において、予定価格等の範囲内で最低価格による入札を行った者が２人以上あるときは、直ちに、当該入札を行った者にくじを引かせ、落札者を決定する。ただし、当該入札を行った者がくじを引かないときは、これに代わって当該入札事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定する。

10. 入札保証金
（1） 入札保証金の納入
　　入札に参加しようとする者は、その者の入札金額の１００分の５以上の額の入札保証金を、以下の方法により納入期限までに納入しなければならない。また、落札者が落札決定の日の翌日から起算して市の休日の日数を算入しないで計算して７日以内に業務委託の契約を締結しない場合は、入札保証金は市に帰属するものとする。
1 支払方法
　　　入札参加者の名義で一括して次の金融機関口座に振り込むこと。
　　　　銀行支店名　　福岡銀行大牟田支店
　　　　口座番号　　　普通０７４７７９５
　　　　口座名義　　　大牟田市会計管理者（オオムタシカイケイカンリシャ）
2 振込手数料
　　　　入札参加者の負担とする。
3 入札保証金の納入期限
　　　　令和８年１月２６日（月）
　　　※指定金融機関の口座への送金に日数を要することがあるため、できるだけ早めに入金すること。市が入札保証金の納入を確認できない場合、入札に参加することができない。
（2） 入札保証金の免除
次のア又はイに該当する者は、入札保証金を免除することができる。該当する場合は、該当する契約書の写しを令和８年１月２６日（月）までに提出すること。
1 保険会社との間に本市を被保険者とする入札保証保険契約を締結した者
2 政令第１６７条の５に規定する資格を有する者で、過去２年間に国、地方公共団体、独立行政法人、地方独立行政法人その他これらに準じる者として市長が特に認める法人と種類及び規模をほぼ同じくする契約を２回以上にわたって締結し、かつ、これらを全て誠実に履行した者であり、その者が契約をしないこととなるおそれがないと認められるもの
（3） 入札保証金の返還等
1 落札者の場合
　　　　落札者の入札保証金は、落札者には返還しないが、契約時に契約保証金の一部として入札保証金と契約保証金との差額分を落札者が納入したのをもって、契約保証金に充当するものとする。
2 落札者以外の者の場合
　　　　落札者以外の者の入札保証金は、その者が指定した金融機関の口座（請求書記載の口座）への振込により返還する。ただし、入札終了後、約４週間程度かかる場合がある。※入札保証金には、利息は付かない。

11. 予定価格
８，１２０，０００円

12. 入札の無効
(1) 入札参加資格のない者が行った入札及び大牟田市動物園デジタルサイネージ導入業務委託条件付き一般競争入札要領に示す入札の条件に違反した入札は無効とする。なお、３において入札参加資格を有するとして確認された者であっても、入札時において入札参加資格のない者が行った入札は、無効とする。
(2) 無効の入札を行った者を落札者としていた場合は、その落札決定を取り消す。


13. 契約の締結
（1） 落札者は、業務委託の契約を落札決定の日の翌日から起算して市の休日の日数を算入しないで計算して７日以内に市と締結すること。

14. 契約保証金
（1） 契約保証金の納入
落札者は、業務委託の契約の締結時までに、契約金額に１００分の１０を乗じて得た額以上の契約保証金（契約保証金と入札保証金の差額分の金額）を納入しなければならない。
（2） 契約保証金の免除
　　　次のア又はイに該当する者は、契約保証金を免除することができる。該当する場合は、該当する契約書の写しを提出すること。
1 保険会社との間に本市を被保険者とする履行保証保険契約を締結した者
2 政令第１６７条の５に規定する資格を有する者で、過去２年間に国、地方公共団体、独立行政法人、地方独立行政法人その他これらに準じる者として市長が特に認める法人と種類及び規模をほぼ同じくする契約を２回以上にわたって締結し、かつ、これらを全て誠実に履行した者であり、その者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認めるもの
（3） 契約保証金の返還等
　　　契約保証金は、契約の相手方が契約を履行したとき、又は契約の相手方の責に帰すべき理由によらないで契約を解除したときは、返還するものとする。
　　※契約保証金には、利息は付かない。

15. 契約の解除
落札者の決定後において、以下に該当する場合は、契約を締結しないか、又は解除することがある。
（1） 役員又は従業員について、暴力団等による不当な行為の防止に関する法律に規定する暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係があると認められるとき。
（2） 違法となる不正行為又は不法の行為があるとき。
（3） 大牟田市動物園デジタルサイネージ導入業務委託仕様書、その他市が定めた方法により業務が履行されないとき。
（4） 入札に参加できる資格要件等を満たさなくなったとき。
（5） その責めに帰する事由により業務を履行できないと認められるとき。


16. 入札心得
（1） 入札時間の１０分前までに入札会場に入室すること。
（2） 入札前に、入札参加資格の審査結果通知書を提示すること。
（3） 入札中は、常に私語を慎み、静粛にすること。
（4） 入札は、持参のみ有効とし、郵便、ＦＡＸ、電報、電話、その他の方法による入札は不可。
（5） 代理人が入札に参加するときは、入札前に委任状（様式第５号）を提出するとともに、入札書に代表者の住所、氏名等及び代理人の氏名を記入し、代表者と代理人の印鑑を押印すること。
（6） 入札書及び委任状は、黒又は青のボールペン等（えんぴつ、消えるボールペンは不可）で記入すること。
（7） 入札書及び委任状に使用する言語は、日本語とする。また、入札金額は日本国通貨による表示とする。
（8） 入札書は、封書にすること。
（9） 入札書は、書換え、引換え又は撤回をすることはできない。
（１０）入札が次のいずれかに該当するときは、その者の入札を無効とする。
1 入札書に金額の記載がないとき。
2 入札に関する条件に違反したとき。
3 入札保証金を納入しないとき、又はその金額に不足のあったとき。
4 同一入札者が２通以上の入札をしたとき。
5 代理人が委任状を提出しないとき、又は他人の代理を兼ね、若しくは２人以上の代理をしたとき。
6 入札書に入札者又はその代理人の記名、押印がないとき、又は金額の訂正をしたとき。
7 入札書を訂正した場合に訂正箇所に訂正印がないとき。
8 入札書の金額等に重複記載、誤字又は脱字があって必要事項を確認できないとき。
9 入札参加資格がない者が入札したとき。
10 談合その他不正の行為があったと認められるとき。
11 資本関係・人的関係等がある複数の業者が同一入札に参加したことが判明したとき。
12 予定価格（入札書比較価格）を上回る価格で入札したとき。
（１１）入札参加者は、入札を辞退するときは、その旨を次により申し出ること。
1 入札執行前は、入札辞退届（様式第６号）を原則として入札日前日までに産業経済部観光おもてなし課に持参又はファックスで提出すること。
2 入札執行中は、入札辞退届又はその旨を記載した入札書を、入札を執行する職員に提出すること。
3 入札辞退届を提出した後は、原則として、入札辞退届の撤回はできない。
（１２）入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律等に抵触する行為を行ってはならない。
（１３）入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。
（１４）入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を開示してはならない。
（１５）次のいずれかに該当するときは、入札を中止、延期又は取り消すことがある。
1 不正入札又はその疑いがあると認められるとき。
2 天災その他やむを得ない理由により、公正な入札が行われないと認められるとき。
3 入札参加者がいないとき。

17. その他
（1） 入札に参加しようとする者は、本要領を熟読すること。
（2） この公告に定めるもののほか、この入札及び契約に関し必要な事項については、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）、地方自治法施行令及び大牟田市契約規則によるものとする。
（3） その他不明な点は、大牟田市産業経済部観光おもてなし課に照会すること。
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